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プロジェクトEIAの代替案 

Alternatives in Project EIA 

EIAは意思決定を支援するツールである―もし、他に選択肢がない場合、意思決定

の意味はない。代替案の検討は健全な意思決定の神髄である。代替案の検討は、公衆参加を

促し透明性を向上させるため、意思決定の説明責任をより良いものにする。すなわち、代替

案検討はより良いガバナンスと持続可能性実現のため、重要な作業である。 

代替案の発案は複雑なプロセスであり、技術チームによる小さな意思決定から、事業者や監

督機関による大きな意思決定まで様々なものがある。 

国のEIAシステムを初めて適用した合衆国国家環境政策(The United States National 

Environmental Policy)は、代替案を「影響評価書(environmental impact statement: EIS)の本質であ

る」としている。今日、ほぼすべてのEIAシステムは代替案検討に関する何らかの規定が存在

する。 

EIAベストプラクティスの国際原則(IAIA/IEA, 1999)によると、EIAの基本原則には「EIAはシステ

マティックであるべき」で、「そのプロセスでは、提案された代替案が環境に及ぼす影響の

情報を十分に検討すべきである」と記されている。さらにEIAの実務原則では「EIAのプロセス

では、代替案の検討を示すべきである―代替案には、事業の目的を満たす当初の案、最も環

境にやさしい案、中間的な案などを立案する。 

Fastipで述べられている代替案に関する考えは、EIAに限定しない。これは、社会、文化遺

産、景観など多阿野形態の事業IAに適用できる。 

 

 



 
知るべき重要な五つのこと 

1. 事業EIAの代替案は、目的を満たす範囲内での似たよう

な技術的特徴や機能の検討が必要である。代替案は、異

なる立地、大きさ、技術、デザイン、工程や運営手順な

ど様々なものがある。代替案検討プロセスでは、目標を

達成するための様々な道筋を検討すべきである(例:水力発

電事業の代替案として、電力輸入や風力発電がある)。 

事業EIAには、事業前段階の戦略的レベルでの代替案検討

結果や、実施済みの戦略的環境アセスメントの結果を記

載すべきである。 

2. 代替案の十分な検討には、問題に対する十分な理解が

必要であり、様々な項目(環境面、社会面、技術面、経済

面、制度面、規制面)の実現可能性について評価する必要

がある。  

3. 何もしないという代替案(ゼロオプション)も検討のひと

つに入れるべきであるが、現実的な代替案となりえない

場合は、ゼロオプションを過度に強調すべきでない。ゼ

ロオプションは、ベースライン(もしくは現状)と同じでは

ない。ゼロオプションは、事業を行わなかった場合の将

来の状態だが、他の承認された事業や合理的に想定でき

る将来の状況など、ベースラインの変化も考慮すべきで

ある。 

4. 代替案検討は、EIAのスコーピング段階で行うべきであ

る。代替案の発案と評価は、影響を受ける人々、その他

ステークホルダーの参加型で行わなければならない。EIA

の前の段階で代替案を検討を行った報告書(立地選定、マ

スタープラン、SEAなどの報告書)の情報は、スコーピング

時に活用すること。 

5. 代替案の評価手法として多基準分析(multi-criteria 

analysis)などを用いる場合は、高い透明性を持ち参加型で

行うこと(例えば、ステークホルダーは比較項目の選定や

重みづけに加わるべきである) 

 

さらに知りたいですか? 
www.iaia.org/fasttips.php 
IAIA.org > Resources > Publications > FasTips 

実行すべき5つの重要なこと 

1. 代替案立案の際は、積極的にクリエイティブになるべ

きで、案の実現可能性を考慮しつつ、環境影響や社会影

響も考える。事業者と規制機関にはゼロオプションと主

な代替案の限界を見極めるよう促す。多すぎる数の代替

案の立案は避け、効果の小さい案は検討すべきでない。 

2. EIAのスコーピング段階に行う代替案立案と選定のプロ

セスには、影響を受けるコミュニティーと他のステーク

ホルダーに関わってもらうこと。 

3. 事業者や規制機関の望む代替案を正当化するための偽

の代替案を含めるべきではない。 

4. 代替案評価に適用する手法は、透明性高く参加型で用

いること。 

5. 代替案立案のプロセスと事業開発の各段階でこれまで

検討されてきた代替案の双方について、EIAレポートに記

載することで、プロセス全体の説明をおこなうこと。 
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FasTipに対する意見や別のトピックに対する提案はありますか？FasTips

シリーズの編集者であるマリア・パチダリオ(mpartidario@gmail.com)に

連絡してください。 

TasTipsのタスクフォース: Maria Partidário (Chair), Charlotte Bingham, Peter 

Croal, 
Lea den Broeder, Richard Fuggle, Raphael Mwalyosi, Julia Nowacki. 

International Association for Impact Assessment | 1330 23rd Street South, Suite C | Fargo, ND 58103-3705 USA | 
+1.701.297.7908 | info@iaia.org 

  
 

mailto:mpartidario@gmail.com

